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研究成果の概要（和文）：本研究では、民間の家事調停（Family Mediation）の利用充実・強化に力を注ぐイギ
リスの取り組みに着目し、子の監護に関する取り決めを促進する近年の法制度の動きと第三者支援の実態につい
て調査した。その結果、裁判移行前の支援の単一化策の限界、これを補完する裁判移行後の支援の個別化・多様
化、支援の個別化・多様化に向けた新たな展開を明らかにすることができた。本研究は、子をめぐる紛争予防の
見地から、日本における効果的な支援システム構築を検討するうえで、支援の個別化・多様化とトリアージの重
要性に関し有益な示唆を得られた。

研究成果の概要（英文）： In this study, trends in family law in recent years and child arrangements 
support by third-party had been investigated by focusing on efforts of promoting the use of family 
mediation. As a result, limitation of operation as just one support service before family procedure,
 individual and diverse support pending family procedure and their new development were revealed. 
From an aspect of prevention against parental child abduction, it was suggested that individual and 
diverse supports, and triage depending on each family's situation were important in order to discuss
 about implementing an efficient support service in Japan.

研究分野： 民事法学（家族法）
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  １版

令和

研究成果の学術的意義や社会的意義
子をめぐる争いの予防を目的としたイギリス法の取り組みとその問題点、新たな動きを明らかにすることによっ
て、予防法的視点の乏しい日本の法構造の転換に有益な材料を提供することができた。その点に学術的な意義が
あるといえる。また、当事者間の合意形成に対する支援システムには、早期の段階から家族事情を選別するトリ
アージとそれに基づく支援の個別化・多様化の実現が重要な要素となることを示した。支援の個別化・多様化に
は民間団体等との連携が不可欠である。日本の裁判所のインフラ整備の困難性を補完しつつ、日本での紛争予防
に向けた効果的な支援システムの構築を検討するうえで有益な示唆を得られた点に社会的意義があると考える。

※科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものです。そのため、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属されます。



1．研究開始当初の背景 
 子の奪い合いなど親どうしの子をめぐる争いは、子の精神的負担を増大させ健全な成長
発達を阻害するおそれがある。子の福祉を実現するためには、父母間の子をめぐる争いの軽
減・予防こそが喫緊の課題といえる。近年、欧米諸国においては、別居または離婚後の子の
監護に関して、事前に父母間で取り決めがなされれば、それが父母らの行為規範となり、紛
争予防手段の 1 つとなりうるものと期待されている。ただし、紛争予防手段となりうる取
り決めは、(a)父母らの十分な協議により合意形成がなされ、かつ(b)合意内容が子の福祉に
適合するために将来的な変更可能性も加味した実質的調整を経たものである必要があろう。 
 日本では、子の将来を左右するとともに父母らの行為規範を形成する重要な事柄である
にもかかわらず、子の監護事項の決定が父母の任意に委ねられている（民法 766 条参照）。
予防法的視点に欠ける法構造といえる。実際の取り決め率も低い。 
 その点、大半の親が子の監護に関する取り決めを行うというイギリスにおいては、かつて
未成年子を有する親が離婚する際に適用される制度として「子のための取り決め陳述書提
出制度（statement of arrangements for children）」（以下「陳述書提出制度」という）が設け
られていた（1973 年婚姻事件訴訟法（Matrimonial Causes Act 1973）旧 41 条）。陳述書提
出制度は、離婚申立て時に離婚後の子の監護に関する取り決め状況を申告させ、裁判所がこ
れを子の福祉の観点から審査する制度である。制度の構造自体は、前述した(a)(b)の要請を
充足する取り決めを実現するに適したものであったといえる。しかし、この制度は、機能不
全等を理由として、2014 年児童及び家族に関する法（Children and Families Act 2014)によ
り廃止された。この結果、子の監護事項については、積極的に当事者が裁判所に判断・決定
を求めない限り、裁判所は介入せず当事者主体による自治的解決に委ねられるに至ったこ
とになる。これは、1989 年児童法（Children Act 1989）1 条 5 項の定める、家族の問題に
国家はできる限り介入すべきでないとする「不介入原則（the no oder principle）」をより徹
底したものとみられる。日本の法状況に近接してきたようにもみえるが、1990 年代以降、
イギリス法は、日本法とは異なり、当事者間のみによる解決の困難性を見据え、第三者によ
る合意形成支援（以下「第三者支援」という）の促進に力を注いできた。イギリスには、伝
統的に多様な第三者支援の形態がある。近年、イギリス政府は、そのなかで費用負担の少な
い民間の家事調停（Family Mediation）の利用を強力に推進する政策を打ち出し、公費の節
減を図ろうとしている。 
 
2．研究の目的 

陳述書提出制度の廃止は、イギリスの高い取り決め率にさほど影響を及ぼしていないよ
うである。高い取り決め率の理由は、日本の家族観、社会・文化等との相違もあろう。それ
に加え、やはり法制度の違いに起因するところも大きいように思われる。 

イギリスにおいては、父母らに第三者支援の利用を動機づける何らかの「しくみ」が定着
しているものと考えられる。しかし、政府の採用する家事調停利用推進策は十分な成果を上



げられていないという。これまでの研究では、いまだ動機づけに関わる「しくみ」を含め、
当事者間の合意形成に対するイギリスの支援システムの全体構造を明確にできていない。
本研究は、イギリスの支援システムの構造を明らかにすることにより、予防法的視点に乏し
い日本の家族法転換の手がかりを得ることを目的としたものである。 

 
3．研究の方法 
 上記の研究目的を達成するため、文献調査とイギリスにおける実態調査を中心に調査研
究を行った。 
 第一に、文献調査、学会での情報収集などを行い、子の奪い合い発生後のイギリスの事後
救済的方法（司法救済制度）の有効性について検証した。 

第二に、事後救済的方法の限界性を踏まえ、事前予防的方法の重要性に着目し、現行支援
システムの構造を明確化するため、文献調査を行った。また、子の監護に関する取り決めの
促進を目的とした第三者支援の実態を調査した。調査の対象とした第三者は、当事者間の合
意形成を直接的に支援する事務弁護士（solicitor）・調停員（mediator）、当事者間の合意形
成を間接的に支援する面会交流センター（contact centre）などの民間の支援団体である。
さらに、裁判移行後も裁判所が当事者に第三者支援の利用を指示する場合、個々の家族の事
情に適した第三者支援の選別・提供（支援の個別化・多様化）に関与する公的機関ＣＡＦＣ
ＡＳＳ（家庭裁判所助言支援サービス（Children and Family Court Advisory and Support 
Service）の略称）に対してもヒアリング調査を行った。 

第三に、現行支援システムの問題点、最近の動向を明らかにし、紛争予防の観点から必要
な支援システムの要素を抽出するため、家族法研究者およびＣＡＦＣＡＳＳ、民間の支援団
体に対するヒアリング調査を実施した。 

 
4．研究の成果 
 イギリスでは、子の監護事項に関する父母間の対立に対しては、当事者主体による解決を
原則化し、裁判所の負担を軽減しようとしている。そのため、当事者間の合意形成を担保す
る第三者支援が不可欠なものとして位置づけられている。実態調査により、イギリスでは、
すでに民間の支援団体による様々な形態の第三者支援が市民に定着していることがわかっ
た。従来から離婚の際などには、当事者が事務弁護士に支援を求めることが一般的であった
ようである。しかし、2012 年法的扶助、違反者に対する量刑及び処罰に関する法（Legal Aid, 
Sentencing and Punishment of Offenders Act 2012）、2014 年児童及び家族に関する法の制
定によって、最近は家事調停の利用が強力に推進されている。前者の法は、裁判費用等に関
する法律扶助の利用範囲を縮小化したため、事務弁護士の利用を事実上制限するものであ
る。後者は、裁判移行前に当事者が調停に関する情報の提示を受け、間接的に調停等の利用
が推進される「調停情報・評価ミーティング（Mediation Information and Assessment 
Meeting）」制度を導入したものである。 



 調査研究の結果、イギリスの支援システムに関して、主に以下の 3 点が明らかになった。 
1）裁判移行前における第三者支援の単一化政策とその限界 

イギリスでは、家事調停利用推進策が支援システムの中心をなすが（いわば第三者支援の
単一化）、実際には十分な成果を上げられていない。家事調停が対立の程度、家族の関係性
など個々の家族の事情にすべて対応し切れる支援形態ではない点に家事調停利用推進策の
限界がある。 
2）裁判移行後における支援の個別化・多様化 

子の監護事項について当事者が裁判所に判断・決定を求める場合であっても、合意形成の
余地が認められる限り、児童法の不介入原則に基づき、裁判所は命令（order）を下さない。
その場合に対応する措置として、2000 年以降、裁判所が第三者支援の利用を当事者に指示
するなどの実務運用がなされてきた。その都度、ＣＡＦＣＡＳＳが当事者らに関与し、個々
の家族の事情に適した支援形態の利用を裁判所に助言する役割を果たしている。ＣＡＦＣ
ＡＳＳを通しての各事件のトリアージに基づく支援の個別化・多様化の実現が、合意形成の
可能性を高める要素となりうるものであることが明らかとなった。 
3）第三者支援の個別化・多様化に向けた新たな展開 

1）、2）からなる現行支援システムに対し、研究者、実務家などのグループは新たな取り
組みを試行的に実施している。早期の段階からのトリアージに基づく支援の個別化・多様化
の実現こそが、効果的な支援システムの要素となるという考え方が浸透しつつあるものと
みられる。紛争予防の観点から日本における家族法の転換を検討するうえで、重要な示唆を
得られたものといえる。 
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